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議案第７０号 

目黒区立福祉工房条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和４年１１月２２日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区立福祉工房条例の一部を改正する条例 

目黒区立福祉工房条例（平成１９年３月目黒区条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「、目黒区立下目黒福祉工房」を削り、「第２号に掲げる事業を」

の次に「、目黒区立下目黒福祉工房にあっては第２号及び第３号に掲げる事業

を」を加える。 

付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

２ 目黒区立下目黒福祉工房が行う日中一時支援を利用するための手続等は、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

（説明） 下目黒福祉工房において、新たに日中一時支援を実施するため、条

例改正の必要を認め、この案を提出します。 

 


